
7 広報とよやま　令和8年3月号
暮らしの情報

特
集

イ
ベ
ン
ト
情
報

キ
ラ
リ
健
康
ナ
ビ

子
育
て
ひ
ろ
ば

ま
な
び
す
と

図
書
室
通
信

暮
ら
し
の
情
報

私
立
幼
稚
園
の
副
食
費
を

補
助
し
ま
す

私
立
幼
稚
園
の
う
ち
、新
制
度
未
移
行
幼

稚
園
に
通
う
子
ど
も
の
副
食
費
を
補
助
し
ま

す
。申
請
の
案
内
は
、通
園
先
の
幼
稚
園
を

通
じ
て
行
い
ま
す
。

▼
対
象
者

①
令
和
7
年
度（
令
和
6
年
中
）の
市
町
村
民

税
所
得
割
合
算
額
が
7‌

7
，1
0
1
円
未

満（
年
収
3
6
0
万
円
未
満
相
当
）世
帯
の

方
②
所
得
に
関
わ
ら
ず
、第
3
子
以
降
の
子
ど

も（
小
学
校
3
年
生
ま
で
の
子
ど
も
が
3

人
以
上
い
る
世
帯
で
3
人
目
以
降
の
子
ど

も
）が
い
る
世
帯
の
方

▼
補
助
額
　
月
額
4
，9
0
0
円
ま
で

▼
対
象
期
間
　
9
月
分
か
ら
3
月
分
ま
で

▼
申
込
期
限
　
3
月
23
日（
月
）

▼
申
請
方
法
　
期
限
ま
で
に
、申
請
書
と
副

食
費
の
支
払
い
が
わ
か
る
書
類（
領
収
証

等
の
写
し
）を
通
園
先
の
幼
稚
園
に
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ
　
学
校
教
育
課
学
校
教
育
グ
ル
ー
プ

　

 

28
・
2
2
1
1

障
が
い
者
交
通
料
金
助
成

事
業
の
申
請
受
付
開
始

障
が
い
の
あ
る
方
な
ど
を
対
象
に
、タ
ク

シ
ー
券
ま
た
は
ガ
ソ
リ
ン
費
用
の
い
ず
れ
か

を
助
成
し
ま
す
。令
和
8
年
度
分
の
申
請
受

付
は
、3
月
23
日（
月
）か
ら
開
始
し
ま
す
。

▼
対
象
者

①
身
体
障
害
者
手
帳
1
〜
3
級
の
方

②
療
育
手
帳
A
・
B
判
定
の
方

③
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
を
お
持
ち
の
方

④
難
病
の
う
ち
特
定
疾
患
治
療
研
究
事
業
の

対
象
疾
患
に
罹
患
し
て
い
る
方

⑤
障
害
者
等
ケ
ア
会
議
が
必
要
と
認
め
た
方

▼
申
請
方
法
　
申
請
書
、手
帳
を
お
持
ち
の

上
、役
場
1
階
5
番
窓
口
福
祉
課
で
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

*
①
〜
③
に
該
当
す
る
方
に
は
、3
月
中
旬

に
通
知
を
郵
送
し
ま
す
。

*
年
度
ご
と
に
事
前
申
請
が
必
要
で
す
。

▼
問
合
せ
　
福
祉
課
福
祉
グ
ル
ー
プ

　
 

28
･
0
9
1
2

介
護
用
品
・
福
祉
タ
ク
シ
ー

申
請
受
付

令
和
8
年
度
分
の
申
請
受
付
は
、3
月
23

日（
月
）か
ら
開
始
し
ま
す
。

▼
対
象
者

▽
介
護
用
品
購
入
費
助
成
制
度
　
要
介
護
・

要
支
援
認
定
者（
介
護
保
険
料
の
滞
納
が

な
い
方
）を
常
時
在
宅
で
介
護
し
て
い
る
町

内
在
住
の
方

▽
福
祉
タ
ク
シ
ー
制
度
　
自
力
で
通
院
や
買

物
な
ど
に
行
く
こ
と
が
困
難
な
要
介
護
・

要
支
援
認
定
者（
介
護
保
険
料
の
滞
納
が

な
い
方
）

▼
申
請
方
法
　
い
ず
れ
の
制
度
も
、申
請
書
、

介
護
保
険
被
保
険
者
証
を
お
持
ち
の
上
、

役
場
1
階
3
番
窓
口
保
険
課
で
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。現
在
助
成
を
受
け
て
い
る
方

に
は
、3
月
中
旬
に
申
請
書
を
郵
送
し
ま

す
。

▼
問
合
せ
　
保
険
課
介
護
グ
ル
ー
プ

　

 

28
・
0
1
0
0

「
お
で
か
け
パ
ス
」で
と
よ

や
ま
タ
ウ
ン
バ
ス
料
金
が
無

料
に
な
り
ま
す

町
で
は
高
齢
者
の
外
出
を
支
援
し
、健
康

づ
く
り
及
び
社
会
参
加
の
促
進
を
図
る
た
め
、

と
よ
や
ま
タ
ウ
ン
バ
ス
の
高
齢
者
割
引
制
度

を
実
施
し
て
い
ま
す
。制
度
を
利
用
す
る
に

は「
お
で
か
け
パ
ス
」が
必
要
に
な
り
ま
す
。

対
象
と
な
る
方
へ
は
3
月
上
旬
か
ら
申
請
書

（
往
復
は
が
き
）を
順
次
発
送
し
ま
す
の
で
、希

望
さ
れ
る
方
は
、申
請
書
を
返
送
し
て
く
だ

さ
い
。

利
用
方
法
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、「
お
で
か

け
パ
ス
」
に
同
封
す
る
案
内
文
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

▼
申
請
書
送
付
対
象
者
　
次
の
2
つ
の
要
件

を
満
た
し
て
い
る
方

①
令
和
8
年
度
中
に
年
齢
が
満
75
歳
以
上
に

達
す
る
方（
昭
和
27
年
3
月
31
日
以
前
生

ま
れ
の
方
）

②
令
和
8
年
3
月
1
日
時
点
に
お
い
て
豊
山

町
の
住
民
基
本
台
帳
に
記
録
の
あ
る
方

▼
実
施
期
間
　
令
和
8
年
4
月
1
日（
水
）〜

令
和
9
年
3
月
31
日（
水
）

▼
対
象
路
線
及
び
区
間

　
と
よ
や
ま
タ
ウ
ン
バ
ス
全
区
間

▼
割
引
額
　
全
額（
無
料
）

▼
申
請
書
発
送
時
期
　
対
象
者
へ
3
月
上
旬

か
ら
往
復
は
が
き
で
順
次
発
送
し
ま
す
。

▼
申
込
方
法
　
往
復
は
が
き
の
申
請
書
欄
に

必
要
事
項
を
記
入
し
、令
和
8
年
3
月
13

日（
金
）を
目
安
に
返
送
し
て
く
だ
さ
い
。

※
申
請
書
の
受
付
は
令
和
9
年
2
月
末
ま
で

と
な
り
ま
す
。

▼
パ
ス
交
付
時
期
　
申
請
書
を
受
け
付
け
た

方
か
ら
順
次
発
送
し
ま
す
。

▼
問
合
せ
　
保
険
課
介
護
グ
ル
ー
プ

　

 

28
・
0
1
0
0

無
戸
籍
者
解
消
の
相
談
窓
口

法
務
局
で
は
、事
情
が
あ
っ
て
子
ど
も
の

出
生
届
を
出
し
て
い
な
い
な
ど
日
本
国
民
で

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
戸
籍
に
記
載
さ
れ
て

い
な
い
方（
無
戸
籍
者
）に
つ
い
て
、戸
籍
に

記
載
す
る
た
め
の
相
談
を
行
っ
て
い
ま
す
。　

相
談
は
無
料
で
秘
密
厳
守
で
す
。

▼
問
合
せ
　
名
古
屋
法
務
局
民
事
行
政
部
戸

籍
課
　

0
5
2
・
9
5
2
・
8
0
7
2


